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荒川区長

占 用 の 場 所

　　　　　　については、該当するものを○で囲み、更新・変更の場合には、従前の許可書または回答書の番号及び年月日を記載すること。
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延長　　　　　　　　　　ｍ

面積　　　　　　　　　　㎡

「場所」の欄には、地番まで記載すること。占用が2以上の地番にわたる場合には、起点と終点を記載すること。
「車道・歩道・その他」については、該当するものを○で囲むこと。

変更の許可申請にあっては、関係する欄の下部に変更後のものを記載し、上部に変更前のものを（　　　）書きすること。

「添付書類」の欄には、道路占用の場所、物件の構造等を明らかにした図面その他必要な書類を添付した場合に、その書類名を記載すること。

申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地、「氏名」の欄には名称及び代表者の氏名を記載するとともに、「担当者」
の欄に所属・氏名を記載すること。
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警察署の意見

令和 年 月 日 警察署長



北庁舎へ来庁し、事前確認（書類ＡＢＣ）
北庁舎へ来庁し、　　　　　　　を提出 北庁舎へ来庁し、受取

道路占用許可申請・協議書の薄緑色のセルに入力、提出用１部出力 を警察へ
→右横タブ「申請書入力見本」を参照

　　　　の下欄（警察署の意見）に押印

区で事前確認 ２～３日後、警察へ受取に 区で受理

添付書類　４部準備（案内図・平面図・立面図・断面図で１部）

区で事前確認 提出 区で受理

案内図（作成例） 平面図・立面図・断面図（作成例）
（※上の様に１枚にまとめることも可）

仮受付時に区の受付印押印

提出 受取後、申請者
で保管

警視庁ホームページから様式をダウンロード→必要事項を記載して提出

トップページ＞手続き＞交通に関するもの＞申請様式一覧＞道路使用許可

書類準備 14日前迄に仮受付 所轄警察へ
10日前まで
に本受付

Ａ

Ｂ

Ｃ

使用

申請書

２枚

占用

申請書

１枚

断面図

立面図

平面

図案内図

区提出分２部、警察提出分２部

×４部

使用

申請書

２枚

許可書の交付

道路占用許可書

納入通知書

許可済証

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ａ Ｂ

ＢＡ

Ａ提出は1枚のみで可

上記点線内の仮受付までは【LoGoフォームによる電子申請】が可能! ※来庁回数が１回減ります。
①フォーム入力し、添付書類（案内図・平面図・立面図・断面図）を添付して申請してください。
②内容確認後、警察提出用の使用申請書に受付印したものをデータで返信します。
③「区提出分申請書（１部）」「警察署提出分申請書（２部）」を印刷して、全て警察署へ提出（道路使用許可申請）。
④警察署から道路使用許可後、警察署の受付印が押された「区提出分申請書（１部）」を区役所へご提出ください（道路占用許可の本申請となります）。
⑤「道路占用許可書」が用意できたらご連絡しますので、許可書及び占用料納付書を受け取りにご来庁ください。

Ｃ




